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労災保険特別加入関係事務取扱手引について 

 

 

 今般、労働者災害補償保険の特別加入関係事務処理について、標記事務取扱手引

を別添のとおり改訂したので、事務処理に遺漏なきを期されたい。 
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厚生労働省労働基準局 



凡   例 

○ 本手引の作成に当たり既に手引等が作成されている事務処理については、それらの手

引等に譲り、その概要を記述するにとどめたので、詳細については該当の手引等による

こと。 

 

○ 法令の表示や用語の引用については、おおむね次の略語を用いた。 

労災法＝労働者災害補償保険法 

労災則＝労働者災害補償保険法施行規則 

徴収法＝労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

徴収則＝労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 

介護労働法＝介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 

介護労働則＝介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 

特別支給金則＝労働者災害補償保険特別支給金支給規則 

告示様式＝労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める

告示 

 

申請書＝特別加入申請書（様式第 34 号の７、様式第 34号の 10、様式第 34号の 11） 

変更届＝特別加入に関する変更届（様式第 34 号の８、様式第 34号の 12） 

脱退申請書＝特別加入脱退申請書（様式第 34 号の８、様式第 34号の 12） 

災害防止規程＝労災則第 46 条の 23第３項第２号に定める特別加入団体が定める業務

災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類 

 

署＝労働基準監督署 

署長＝労働基準監督署長 

所轄署長＝事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長又は労働保険事務組合に労働

保険事務を委託している事業主が行う事業については当該労働保険事務組

合の主たる事務所を管轄する労働基準監督署長 

局＝都道府県労働局 

局長＝都道府県労働局長 

所轄局長＝事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は労働保険事務組合に労働

保険事務を委託している事業主が行う事業については当該労働保険事務組

合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局長 

本省＝厚生労働省 

事務組合＝労働保険事務組合 
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